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資料１



■ 序 論 

 

1 計画策定の趣旨 

  

  本市は、昭和 45年度(1970 年度)に最初の総合計画となる「広島町総合開発計画」を策定して

以来、「自然と創造の調和した豊かな都市」をめざして今日までまちづくりを進めてきました。 

平成 23 年度(2011 年度)から令和 2 年度(2020 年度)までを計画期間とする北広島市総合計画

(第 5次)では、めざす都市像を「希望都市」「交流都市」「成長都市」と定め、本市の特性を生か

した活力ある都市づくりを計画的に進めてきました。 

  現在、我が国の社会経済情勢は、人口減少や少子高齢化の進行、人工知能を始めとした技術革

新の進展、自然災害に対する安全意識の高揚など、あらゆる価値観などが目まぐるしく変化おり、

地方自治体においても、経済環境の変化や地方分権改革、地方創生の更なる推進など大きな転換

期にあり、これまで以上に地域の自主性や自立性が強く求められています。 

令和 3 年度(2021 年度)からスタートするこの総合計画は、時代の潮流を見極め、複雑化・多

様化する市民ニーズを的確に把握し、より政策効果を高めた事業展開が図られるよう、めざす将

来像を明らかにするとともに、その実現に向けたまちづくりの指針となるものです。 

  なお、この計画の策定に当たっては、以下の点に留意しています。 

 

(1) 社会経済情勢の変化に柔軟に対応できる計画 
 

  

 

 

 

(2) 市民参加の推進 
 

 

 

 

(3) 施策の重点化 
 

 

 

 

(4) 目標値の設定 
 

 

 

 

 

 

人口減少、少子高齢化の進行、技術革新、災害への対応、環境問題など社会経済情勢が大き

く変化しています。また、令和 5年(2023 年)には、北海道及び本市に新たな価値と機会をもた

らすボールパークが開業予定であることから、これらの変化に柔軟に対応できる計画とします。 

計画の企画・立案など、計画策定の各段階から多様な市民参加の手法を取り入れるなど、広

く市民に開かれた、市民との協働による計画とします。 

まちづくりの最上位計画として、政策・施策全般を掲げる総花的な計画とならないよう、重

点的に取り組む施策を明確にした計画とします。 
 

計画実施の成果を分かりやすく検証し、進行管理ができるよう、出来る限り定量的な指標を

用いた目標を設定します。 
 



 

2 時代の潮流 

 

(1) 人口減少、少子高齢化の進行 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 生活環境の変化、働き方の多様化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我が国では、少子高齢化の急速な進行などにより、平成 20 年(2008 年)をピークに総人口が

減少に転じています。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計によると、令和 45 年(2053 年)

には日本の総人口は 1億人を下回ると推計されています。 

人口構成も変化し、平成 9年(1997 年)には 65 歳以上の老年人口が 15 歳未満の年少人口の割

合を上回り、平成 29年(2017 年)には 3,515 万人(総人口に占める割合は 27.7％)と増加してい

ます。他方、15 歳から 64 歳までの生産年齢人口は、平成 29 年の 7,596 万人(総人口に占める

割合は 60.0％)が、令和 22 年(2040 年)には 5,978 万人(53.9％)まで減少することが推計されて

います。 

少子高齢化の進行や生産年齢人口の減少により、働き手不足、経済規模の縮小、医療・介護

費の増大、財政の危機、基礎的自治体の担い手の減少など様々な社会的・経済的な課題が深刻

化することとなります。 

将来にわたって自立したまちづくりを進めるためには、人口減少という現状を直視し、その

克服に向けた対策を先送りすることなく、人口減少問題に対する認識を地域で共有し、共に知

恵を出し合い、一体となってこの難局に立ち向かっていかなければなりません。 

我が国の社会は、人々の働き方に関する意識や環境が社会経済構造の変化に必ずしも適応し

きれず、仕事と生活が両立しにくい現実に直面しています。 
誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の

時間や、家庭、地域、自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活ができるよう、

生産性の向上とともに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できるよう、働く人達の個々

の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できる環境をつくることが必要です。 
働く人達の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、

働く人一人一人がより良い将来展望を持てるようにすることをめざしていく必要があります。 
｢働き過ぎ」を防ぎながら、｢ワーク・ライフ・バランス」と「多様で柔軟な働き方」を実現

するような取組が求められています。 



 

(3) 地域の安全・安心の確保 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 環境の保全 
 

近年、集中豪雨、暴風雪や大規模地震など、気候変動の影響等による気象の急激な変化や自

然災害が頻発しています。これらの災害は、人知を超えた猛威をふるい人々の生命・財産を脅

かしています。自然災害の発生を未然に防ぐことは不可能ですが、効果的な災害対策を講じる

とともに、市民一人一人の防災意識を高めることによって、被害を少しでも軽減できるよう、

防災体制の強化を図っていく必要があります。 
我が国の刑法犯認知件数は、平成 14 年(2002 年)に戦後最多となって以降、毎年減少してい

ますが、世間を震撼させるような凶悪犯罪や特殊詐欺、薬物犯罪など犯罪が多様化・複雑化し

ています。 
また、我が国の交通事故による死亡者数は、平成4年(1992年)以降減少傾向にありますが、い

まだに交通事故による死傷者数が60万人を超え、交通事故件数は依然として高い状態で推移し

ており、事故そのものを減少させることが求められています。 

地域の安全・安心を確保するために、市民、関係機関、行政などが情報を共有し合い、それ

ぞれの役割を認識しながら、相互に連携して対策に取り組んでいかなければなりません。 

平成 30 年(2018 年)に国が策定した第 5 次環境基本計画では、地域資源を持続可能な形で最

大限活用しつつ、地域間で補完し支え合うことで、人口減少や少子高齢化の下でも環境・経済・

社会の統合的向上を図りつつ、新たな成長につなげようとする「地域循環共生圏」の概念が提

示されました。 

「地域循環共生圏」とは、各地域が美しい自然景観等の地域資源を最大限活用しながら自立・

分散型の社会を形成しつつ、地域の特性に応じて資源を補完し支え合うことにより、地域の活

力が最大限に発揮されることを目指すものであり、平成 27 年(2015 年)9 月に国連総会で採択さ

れた持続可能な開発目標(ＳＤＧｓ)及び同年 12 月に採択されたパリ協定という国際動向も踏

まえた課題解決の考え方だと言えます。 

近年、環境問題の性質は大きく変容し、気候変動やプラスチックごみによる海洋汚染など、

地球規模の危機であると同時に地域課題とも密接に関わる問題が生じています。これらの問題

は一人一人が影響を受けるとともに、その原因者ともなっているため、市民、企業、行政が一

体となって環境で地方を元気にするとともに、持続可能な循環共生型の社会の構築に向けた取

組を推進していく必要があります。 



 

 (5) 社会資本の維持管理 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 情報通信技術の急速な進化 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民生活やあらゆる社会経済活動は、道路・鉄道等の産業基盤や上下水道・公園・学校等の

生活基盤、治山治水といった国土保全のための基盤、その他の国土、都市や農山村を形成する

社会資本(インフラ)によって支えられています。我が国では、高度経済成長期に社会資本が集

中的に整備され、建設から長期間経過していることから、今後急速に老朽化が進行すると想定

され、維持管理費の増大が見込まれます。維持管理費不足により、適切な維持管理が行われな

いことになれば、社会資本の機能不全により、人々の生活に影響を及ぼすおそれや、老朽化に

よる事故や災害等を引き起こす可能性が懸念されます。 
地域の安全・安心を支えるという社会資本の最も重要な役割を果たすためには、老朽化した

社会資本を効率的かつ適切に維持管理することが求められます。 
今後の社会資本の維持管理に当たっては、人口減少、少子高齢化、環境問題やエネルギー制

約といった社会情勢の中で、求められる機能や地域ニーズも時代とともに変化していくことを

前提に行わなければなりません。厳しい財政状況の中、時代の要請に合った適切な社会資本の

維持管理を行っていくためには、老朽化の程度やコストを把握するとともに、今後の需要を把

握し、計画的・効果的に行っていく必要があります。 

世界を取り巻く環境は大きな変革期にあるといえます。経済発展が進む中、人々の生活は便

利で豊かになり、エネルギーや食料の需要が増加し、寿命が延び、高齢化が進んでいます。ま

た、経済のグローバル化が進み、国際間競争の激化、富の集中や地域間の格差といった課題も

生じてきています。 

世界が大きく変化する一方で、ＩｏＴ(Ｉｎｔｅｒｎｅｔ ｏｆ Ｔｈｉｎｇｓ：モノのインタ

ーネット)、ロボット、人工知能(ＡＩ)、ビッグデータといった社会の在り方に影響を及ぼす新

たな技術が進展しており(第 4 次産業革命)、これらの技術革新をあらゆる産業や社会生活に取

り入れることにより、様々な社会課題の解決を図れるよう、我が国では、狩猟・農耕・工業・

情報に続く「第 5の社会」を意味するＳｏｃｉｅｔｙ 5.0 の実現をめざしています。 

Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0 で実現する社会は、ＩｏＴで全ての人とモノがつながり、様々な知識や

情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出すことで、これらの課題や困難を克服する

ことを想定しており、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊

重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる持続可能な地域社会となることが期待されて

います。 

※「Ｓｏｃｉｅｔｙ 5.0」とは 

サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展

と社会的課題の解決を両立する人間中心の社会のことです。狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会

に続く、新たな社会を指すもので、第 5 期科学技術基本計画においてめざすべき未来社会の姿として初

めて提唱されました。 



 

3 計画の概要 

 

(1) 計画の名称 
 

 

 

(2) 計画の構成と期間 
 

 

① 基本構想 ＜計画期間：10 年＞ 

 

 

 

 

② 基本計画 ＜計画期間：前期 5年、後期 5年＞ 

 

 

 

 

 

 

③ 推進計画 ＜計画期間：3年＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 
西暦(年度) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

和暦(年度) 令和 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

10 年間 

前期 5年間 後期 5年間 

3 年間 

3 年間 

3 年間 

3 年間(毎年度ローリング) 

 基本構想 

基本計画 

推進計画 

基本構想は、市の将来像とそれを実現する基本的方向を明らかにし、総合的かつ計画的な行

政運営の指針となるものです。 

計画期間は、令和 3年度(2021 年度)から令和 12年度(2030 年度)までの 10 年とします。 

基本構想に掲げるめざす都市像の方向性などに基づき、基本構想の実現に向けた政策・施

策を体系的に示すものです。社会情勢の変化などに応じて柔軟に対応できる計画とします。 

計画期間は、次のとおりとします。 

前期 5年：令和 3年度(2021 年度)から令和 7年度(2025 年度)まで 

後期 5年：令和 8年度(2026 年度)から令和 12年度(2030 年度)まで 

基本構想及び基本計画に基づき、目標達成に向けた具体的な事業を示すものです。 

計画期間は 3年間とし、ローリング方式により毎年度見直しを行い、予算編成に反映させる

こととします。 

 

※ ローリング方式…推進計画の内容と実績のずれを埋めることや社会経済情勢等の変化に

合わせて見直すなど部分的な修正を定期的に行う手法です。 

この計画の名称は、「北広島市総合計画(第 6次)」とします。 



 

■ 基本構想 

 

1 まちづくりのテーマ 

 

自自然然とと創創造造のの調調和和ししたた豊豊かかなな都都市市  
 

 

 

 

 

 

 

 

2 めざす都市像 

 

 

 

希望都市 

だれもが希望を持って、輝けるまち 

子どもからお年寄りまで多世代の方々が趣味、仕事、家族、友人など

それぞれの楽しみや喜びを持った生活を営み、すべての市民が希望を持

ち、人が輝くまちをめざします。 

交流都市 

多様な交流が生まれ、にぎわいと活力にあふれるまち 

観光、産業、教育、スポーツ、文化芸術などあらゆる分野において、

国内外を問わず、多くの人々が行き交い、市民との多様な交流を創出す

ることにより、にぎわいと活力にあふれるまちをめざします。 

成長都市 

未来に向かって、着実に成長するまち 

緑豊かな充実した生活環境を維持・向上させるとともに、本市の歴史

や様々な魅力に市民が誇りと愛着を持てるまちづくりを実践し、未来に

向かって、着実に成長するまちをめざします。 

 

 

本市は、昭和 45 年度(1970 年度)に広島町総合開発計画を策定して以来、「自然と創造の調

和した豊かな都市」をまちづくりのテーマに掲げ、自然に囲まれた美しいまちなみの中に、市

民が住みよさを実感しながら、いきいきと活動するまちをめざしてきました。 

これからも、このテーマを継承し、「豊かな自然」、「利便性の高い都市機能」、「交通の要衝」

などといった本市の個性を生かし、快適な生活環境の形成に努めるとともに、将来にわたって

着実に成長する魅力あるまちづくりを進めていきます。 

 将来にわたるまちづくりのテーマ「自然と創造の調和した豊かな都市」の実現に向けて、今

後 10 年間の計画期間においてめざす都市像を、次のとおり設定します。 

 



 

3 基本目標 

 

 

 

基本目標(1) ともに歩み笑顔が輝くまち 

 

 

 

 

基本目標(2) 学び合い心を育むまち 

 

 

 

 

基本目標(3) だれもが安全に暮らせるまち 

 

 

 

 

基本目標(4) 住みよい環境にかこまれたまち 

 

 

 

 

基本目標(5) 活力みなぎる産業と交流のまち 

 

 

 

 

基本目標(6) つながり成長するまち 

 

 

 

 

 

 

めざす都市像の実現に向けて、まちづくりの基本目標を設定し、分野別の施策を推進しま

す。 

世代を超えて手を取り合い、ともに歩みながら、安心して子どもを産み育て、だれもが健

康でいきいきと生活できる環境のあるまちをつくります。 
 

生きる力や豊かな心を育む教育が実践され、市民同士の学びを通じたコミュニティが形成

され、身近にスポーツや文化とふれあうことができるまちをつくります。 
 

災害に強く、安全・安心な生活が確保されるとともに、すべての市民が平等で、お互いに

尊重し協力し合う暮らしやすいまちをつくります。 

快適な生活を支える都市基盤を整備するとともに、豊かな自然環境の中で持続可能な暮ら

しができるまちをつくります。 

力強い産業活動が展開され、働く人々が充実し、多くの人々が笑顔で交流し合うまちをつ

くります。 

広域的な連携や市民との協働による魅力あるまちづくりを実践し、だれもが地域に誇りや

愛着を持って成長を実感できるまちをつくります。 



 

4 施策体系 

 

①
子
育
て
支
援
の
充
実

②
高
齢
者
福
祉
・
介
護
の
充
実

③
障
が
い
福
祉
の
充
実

④
地
域
福
祉
の
充
実

⑤
健
康
づ
く
り
・
地
域
医
療
の
充
実

①
学
校
教
育
活
動
の
充
実

②
学
校
教
育
環
境
の
整
備

③
安
心
し
て
学
べ
る
体
制
の
充
実

④
社
会
教
育
の
充
実

⑤
ス
ポ
ー

ツ
の
振
興

⑥
芸
術
文
化
の
振
興

⑦
歴
史
の
継
承
と
創
造

⑧
読
書
活
動
の
充
実

①
防
災
対
策
・
災
害
復
興
の
推
進

②
消
防
・
救
急
体
制
の
充
実

③
交
通
安
全
・
防
犯
対
策
・
消
費
者
保
護
の
推
進

④
平
和
・
人
権
尊
重
社
会
・
男
女
共
同
参
画
の
推
進

①
都
市
機
能
の
整
備

②
居
住
環
境
の
充
実

③
公
共
交
通
の
充
実

④
道
路
環
境
の
充
実

⑤
水
の
供
給
・
下
水
処
理
の
充
実

⑥
環
境
保
全
の
推
進

⑦
ご
み
対
策
の
推
進

⑧
緑
の
充
実

①
農
業
の
振
興

②
工
業
の
振
興
・
企
業
誘
致

③
商
業
の
振
興

④
雇
用
と
就
業
環
境
の
充
実

⑤
観
光
の
振
興
・
シ
テ
ィ

セ
ー

ル
ス
の
推
進

⑥
交
流
・
多
文
化
共
生
の
推
進

①
市
民
参
加
・
協
働
の
推
進

②
産
学
官
連
携
の
推
進

③
行
財
政
運
営
の
推
進

ともに歩み
笑顔が輝く

まち

学び合い
心を育む

まち

だれもが
安全に

暮らせる
まち

住みよい環境に
かこまれた

まち

活力みなぎる
産業と交流の

まち

つながり
成長する

まち

(6)

福祉・健康 教育・文化 安全・安心 都市基盤・生活環境 産業・観光 市民・行政

(1) (2) (3) (4) (5)

都市像の実現に向けた包括的かつ戦略的な取組の方向性
(ボールパーク構想から波及する新たな価値の創造)

自然と創造の調和した豊かな都市

まちづくりのテーマ

めざす都市像

基本目標

 
 

 

 

 


